
（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として
計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
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社会福祉法人名 社会福祉法人 琢心会

法人

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 平成30年 4月 1日（至） 平成31年 3月31日

前 期 繰 越 額 349,283,780 349,283,780

車両及び運搬具 949,420 0 0 949,420 949,420

その他の固定資産（有形固定資産）計 949,420 0 0 949,420 949,420

そ の 他 の 固 定 資 産 計 949,420 0 0 949,420 949,420

当 期 積 立 額 合 計 949,420 0 0 949,420 949,420

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 23,108,333 23,108,333

特別費用の控除項目として計上する取崩額 0 0

当 期 取 崩 額 合 計 23,108,333 23,108,333

当 期 末 残 高 327,124,867 327,124,867

（単位：円）

別紙３(⑦)
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